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 令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第４３号 



   川崎市金銭会計規則の一部を改正する規則 

川崎市金銭会計規則（昭和３９年川崎市規則第３１号）の一部を次のように

改正する。 

第１０条第１項ただし書中「ついては」の次に「、第８２条第１項に規定す

る請求書のものを除き」を加える。 

第８２条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。 

 第８２条第１項第２号及び第３号中「、氏名及び押印」を「及び氏名」に改

め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項第５号」を「前項第５号」に改

め、同項を同条第２項とし、同条第４項を削る。 

 第１０４条第１項中「領収書に債権者の印」を「債権者を確認し得る書類を

提示させ、債権者が署名した領収書」に改める。 

 第１０９条を次のように改める。 

第１０９条 削除 

 別表第１教育委員会事務局の項中 

「 

教育政策室 

  

庶務を担当する担 

当課長 

                      」 

を 

「 

教育政策室 

  

地域教育推進室 

 

庶務を担当する担 

当課長 

庶務を担当する担 

当課長 



                      」 

に改める。 

 別表第２経済労働局の項中 

「 

観光・地域活力推進

部 

庶務を担当す

る担当課長 

部の事務事業に附帯す

る諸収入の収納 

労働雇用部 庶務を担当す

る担当課長 

勤労者福祉共済掛金収

入その他部の事務事業

に附帯する諸収入の収

納 

                             」 

を 

「 

観光・地域活力推進

部 

庶務を担当す

る担当課長 

部の事務事業に附帯す

る諸収入の収納 

                             」 

に改め、同表まちづくり局の項中 

「 

市街地整

備部 

地域整備

推進課 

課長 課の事務事業に附帯す

る諸収入の収納 

登戸区画

整理事務

所 

庶務を担当す

る担当課長 

証明手数料その他所の

事務事業に附帯する諸

収入の収納 

                             」 

を 

「 

市街地整

備部 

地域整備

推進課 

課長 課の事務事業に附帯す

る諸収入の収納 

                             」 

に、 

「 



指導部 建築管理

課 

課長 建築物許可申請手数料

、開発行為許可申請等

手数料及び宅地造成等

工事許可申請手数料そ

の他課の事務事業に附

帯する諸収入の収納 

建築審査

課 

課長 建築物、建築設備及び

工作物の確認申請手数

料その他課の事務事業

に附帯する諸収入の収

納 

                             」 

を 

「 

指導部 建築管理

課 

課長 建築物許可申請手数料

、開発行為許可申請等

手数料及び宅地造成等

工事許可申請手数料そ

の他課の事務事業に附

帯する諸収入の収納 

                             」 

に改め、同表教育委員会事務局の項中 

「 

生涯学習

部 

生涯学習

推進課 

課長 課の事務事業に附帯す

る諸収入の収納 

地域教育

推進課 

課長 課の事務事業に附帯す

る諸収入の収納 

                             」 

を 

「 

生涯学習

部 

生涯学習

推進課 

課長 課の事務事業に附帯す

る諸収入の収納 

                             」 

に改める。 

 第８号様式（５）を次のように改める。 



第８号様式（５） 

 

 



第２０号様式及び第２１号様式を次のように改める。 



第２０号様式 

 

 



第２１号様式 

  



第２９号様式から第３１号様式までを次のように改める。 

 



第２９号様式 

 



第３０号様式 

 



第３１号様式 

 



第３２号様式中 

「 

  

」 

を 

「 

  

」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票（第８号様式（５）を除く。）で

現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続

きこれを使用することができる。 


